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平成 23 年 11 月 28 日 

各 位 

 会 社 名 株 式 会 社 ダ ル ト ン  

 代表者名 代表取締役社長 矢澤 英人 

 (ＪＡＳＤＡＱ・コード７４３２) 

 問合せ先 代表取締役副社長 東郷 武 

 電話：03-3549-6805 

 

 

株式会社イトーキからの一部事業譲受けに関するお知らせ 

 

 

当社は、平成23年11月28日開催の取締役会において、平成24年１月１日をもって、株式会社イト

ーキ（以下「イトーキ」という）の研究施設機器事業を譲り受けること（以下「本件一部事業譲受

け」という）を決議し、本日、イトーキとの間で事業譲渡契約を締結いたしましたので、下記のと

おり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 事業の一部譲受けの理由 

当社とイトーキは、両社間で締結した平成 23 年２月 17 日付資本・業務提携契約に基づき、

平成 23 年 12 月を目処に当社がイトーキの研究施設機器事業を継承する形での事業統合につ

いて協議を行ってまいりました。かかる協議において、当社とイトーキは、平成 23 年 10 月 24

日に、当社がイトーキからイトーキの研究施設機器事業を一部事業譲渡の形で譲り受けること

で合意し、同日、基本合意書を締結いたしました（詳細につきましては、平成 23 年 10 月 24

日付「事業の一部譲受けに関する基本合意書締結に関するお知らせ」をご参照ください。）。 

基本合意書締結後、当社とイトーキは、一部事業譲渡における譲受け資産、負債等の具体的

内容及び譲受け価格等、また、一部事業譲渡後の両社の協力関係等につき、引き続き協議を行

い両社間で合意に達しましたので、本日、本件一部事業譲受けを決議し、事業譲渡契約を締結

いたしました。 

本件一部事業譲受けにより、当社は、当社における研究施設機器事業の営業、販売体制の強

化、顧客基盤、技術力やノウハウの蓄積等によって、より積極的かつ効率的な事業展開が期待

できるものと考えております。 

 

２． 本件一部事業譲受けの概要 

（１）譲受け事業の内容 

    研究施設機器の開発、製造、販売事業 

 

（２）譲受け資産、負債の項目 

 主たる譲渡対象は、イトーキの研究施設機器事業に係る有形無形資産（当社が譲り受

けると決定した棚卸資産、必要な契約関係、営業権等を含み、京都府八幡市所在の京都

工場を除きます。）です。負債は承継いたしません。 

また、当該事業に係るイトーキの従業員 38 名が当社に出向する予定です。  
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（３）譲受け価格及び決済方法 

譲受け価格は、譲り受ける一部の固定資産の帳簿価額及び営業権に対する対価として

第三者算定機関の評価額レンジの中で決定した約 3 億 5 千万円並びに当社が譲り受ける

と決定した棚卸資産に対する対価として譲渡日前日の棚卸高に基づき決定する金額の合

計額を予定しております。但し、譲渡日までに譲受け資産の状況等に変更が生じた場合

は、譲受け価格を調整します。 

決済方法は、現金決済とします。 

    

３． イトーキの概要                  

(１) 名 称 株式会社イトーキ 

(２) 所 在 地 大阪市城東区今福東１丁目４番 12 号 

(３) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 松井 正 

(４) 事 業 内 容 オフィス家具、設備機器等の製造販売 

(５) 資 本 金 5,277 百万円 

(６) 純 資 産 32,992 百万円（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

(７) 総 資 産 71,480 百万円（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

(８) 設 立 年 月 日 昭和 25 年４月 20 日 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.9％ 

株式会社イトーキ 4.6％ 

株式会社みずほコーポレート銀行 4.1％ 

日本生命保険相互会社 4.1％ 

伊藤 七郎 3.6％ 

イトーキ協力会社持株会 3.2％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3.0％ 

株式会社アシスト 3.0％ 

イトーキ従業員株会 2.2％ 

株式会社三井住友銀行 2.0％ 

(９) 
大 株 主 及 び 持 株 比 率 
（平成 22年 12 月 31 日現在）

伊藤 裕子 1.7％ 

(10) 当 社 と の 関 係  

 資 本 関 係 イトーキは当社が発行した普通株式 7,250,000 株を
保有しております。 

 人 的 関 係 イトーキの社員１名が当社の取締役として出向してお
ります。 

 取 引 関 係 

業務提携先。提携内容は相互販売を主としており、 
その具体的内容は下記のとおりです。 
１）イトーキの営業網による当社製品の販売 

イトーキオフィス事業部門の営業網を活用し、地
方市場や学校教育市場に対し、当社の販売支援を
受けつつ、当社の実験台や特殊教室用製品を販売
する。 

２）当社の営業網によるイトーキ製品の販売 
当社営業網を活用し、当社が得意としてきた科学
研究施設市場に対し、イトーキ製のオフィス家具、
学校用一般家具を販売する。 

３）イトーキから当社への保守・メンテナンス委託 
イトーキがお客様から受託する保守・メンテナン
スのサービスについて、特定専門分野について、
当社子会社の株式会社ダルトンメンテナンスに委
託する。 

（平成 22 年 12 月より両社製品の相互販売を開始い
たしました。） 

 関連当事者への該当状況 イトーキは当社株式を議決権割合で 51.96％所有して
おりますので、当社の親会社であります。 
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４． 事業の一部譲受けの日程 

平成 23 年 11 月 28 日   事業譲渡契約書締結 

平成 24 年 １ 月 １ 日  事業譲渡日（予定） 

    

５． 会計処理の概要 

本件一部事業譲受けによりのれんが発生することが見込まれます。のれんが発生した場合に

は、今後一定期間で償却する予定です。 

 

６． 今後の見通し 

現時点において本件一部事業譲受けによる当社の当期の連結及び個別の業績に与える影響

については、軽微であります。今後の業績に与える重要な影響が見込まれる場合は、別途、お

知らせいたします。 

 

以 上 


